
 

 

薬生副発１２１５第１号 

平成２９年１２月１５日 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿 

 

 

                    厚生労働省医薬・生活衛生局総務課  

医薬品副作用被害対策室長 

 

 

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者 

を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について 

 

 

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を

救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成29年法律第

85号）については、本日、公布・施行されたところです。 

下記に改正内容を示すとともに、関係資料を送付しますので、特定フィブリノゲン製剤

及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給

に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づく今後の給付金等支給業務に関し、特

段のご配慮をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．給付金の請求期限に関する事項（法第 5条関係） 

  給付金の支給の請求の期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。 

①  2023 年（平成 35 年）1 月 15 日（日曜日に当たるため、2023 年（平成 35 年）     

1 月 16 日） 

②  損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て（その相手方に国が含まれ

ているものに限る。）を 2023 年（平成 35 年）1 月 15 日（日曜日に当たるため、

2023 年（平成 35 年）1月 16 日）以前にした場合における当該損害賠償についての

判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過す

る日 



 

 

（関係資料） 

１．法律の概要資料 

 ・ Ｃ型肝炎救済特別措置法について 

 

２．リーフレット 

 ・ 出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の

投与によりＣ型肝炎ウイルスに感染された方々へ 

 

３．Ｑ＆Ａ 

 ・ 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者

を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関する

Ｑ＆Ａ（平成 29 年 12 月改訂版） 

 

 

 

（本件に関する照会先） 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室  

増川（内線2717）、野原（内線2718） 

（代表電話）03(5253)1111、（直通電話）03(3595)2400 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 増川 masukawa-naoki@mhlw.go.jp 

野原 nohara-keita@mhlw.go.jp  
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薬生副発１２１５第２号 

薬生血発１２１５第１号 

平成２９年１２月１５日 

 

    都 道 府 県 

 各  保 健 所 設 置 市   衛生主管部（局）長 殿 

    特 別 区 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

医薬品副作用被害対策室長 

（ 公 印 省 略 ）      

 

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者 

を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について 

 

日頃から、医薬品医療機器行政の推進に多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記法律につきましては、給付金の請求期限の延長を行う一部改正法（特定フィブリノ

ゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付

金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成29年法律第85号））が本日、公

布・施行されました。 

厚生労働省では、特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤（以下「特定

フィブリノゲン製剤等」という。）が投与された方等に対し、医療機関を通じて速やかに

投与事実をお知らせし、Ｃ型肝炎の早期発見・早期治療や標記法律に基づく給付金の支給

に繋げることが重要であると認識しております。そのため、特定フィブリノゲン製剤等が

納入された医療機関（以下「納入医療機関」という。）に対し、診療録等の記録（以下「記

録」という。）から特定フィブリノゲン製剤等の投与事実を確認し、確認された方へのお

知らせ等を行っていただくよう繰り返しお願いしてまいりました。 

つきましては、下記に一部改正の内容及び納入医療機関に引き続き御協力をお願いした

い事項を示すとともに、関係資料をお送りいたしますので、ご活用いただきますとともに、

貴管内市町村及び納入医療機関へご周知くださいますようよろしくお願いいたします。 

また、貴都道府県・市・区が発行する広報紙等への掲載による給付金の請求期限の延長

の周知にご協力ください。その際は、保健所や委託先の医療機関において実施している「肝

炎ウイルス検査」につきましても、併せてご案内いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 



 

さらに、給付金の支給の請求の状況や請求期限の延長を踏まえ、納入医療機関のうち、

平成６年以前の記録が保管されているにもかかわらず、記録からの投与事実の確認が進ま

ない医療機関に対しては、厚生労働省職員の訪問による協力依頼を行うことも検討してお

ります。この点についても併せてご周知くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．給付金の請求期限に関する事項（標記法律第 5条関係） 

  給付金の支給の請求の期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。 

①  2023 年（平成 35 年）1 月 15 日（日曜日に当たるため、2023 年（平成 35 年）      

1 月 16 日） 

②  損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て（その相手方に国が含まれ

ているものに限る。）を 2023 年（平成 35 年）1 月 15 日（日曜日に当たるため、

2023 年（平成 35 年）1月 16 日）以前にした場合における当該損害賠償についての

判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過す

る日 

 

２．納入医療機関に御協力をお願いしたい事項 

①  平成６年以前の記録が保管されている納入医療機関におかれましては、引き続き、

当該記録の保管をしていただくこと。 

②  元患者の方等から特定フィブリノゲン製剤等の投与に関する問い合わせがあっ

た場合には、可能な限りの情報提供をしていただくこと。 

③  保管している記録を確認し、特定フィブリノゲン製剤等が投与された方を見つけ

出していただくこと。 

④  投与が判明した方又はその家族の方に対し、速やかに肝炎ウイルス検査を受検す

るよう働きかけを行うとともに、標記法律に基づく給付金の支給対象となる場合が

あることについてお知らせを行っていただくこと。 

 

 

（関係資料） 

１．法律の概要資料 

 ・ Ｃ型肝炎救済特別措置法について 

 

２．リーフレット 

 ・ 出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の

投与によりＣ型肝炎ウイルスに感染された方々へ 

 

 



 

３．Ｑ＆Ａ 

 ・ 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者

を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関する

Ｑ＆Ａ（平成 29 年 12 月改訂版） 

 

４．特定フィブリノゲン製剤が納入された医療機関 

 ・ 厚生労働省のホームページより確認をお願いします。 

「Ｃ型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ（フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の

再公表について）」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068791.html 

 

５．特定血液凝固第Ⅸ因子製剤が納入された医療機関 

 ・ 厚生労働省のホームページより確認をお願いします（リスト中、「特定製剤」欄に

「○」を付しているものが特定血液凝固第Ⅸ因子製剤になります）。 

「Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ（血液凝固因子製剤納入先医療

機関名等の公表について）」 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-2/index.html 

 

（厚生労働省ホームページ） 

「出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品（フィブリノゲン製剤・血液凝

固第９因子製剤）の投与によりＣ型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ」 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html 

 

（制度に関する照会先） 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室  

増川（内線2717）、野原（内線2718） 

（代表電話）03(5253)1111、（直通電話）03(3595)2400 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 増川 masukawa-naoki@mhlw.go.jp 

野原 nohara-keita@mhlw.go.jp 

  

（納入医療機関への協力依頼等に関する照会先） 

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課 

山本隆（内線2909）、神垣（内線2914） 

（代表電話）03(5253)1111、（直通電話）03(3595)2395 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 山本隆 yamamoto-ryuuta@mhlw.go.jp 

神垣 kamigaki-akane@mhlw.go.jp                     

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068791.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-2/index.html
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薬生副発１２１５第３号 

薬生血発１２１５第２号 

平成２９年１２月１５日 

 

（別 記） 殿 

 

                    厚生労働省医薬・生活衛生局総務課   

医薬品副作用被害対策室長 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課長 

      

 

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者 

を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について 

 

日頃から、医薬品医療機器行政の推進に多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記法律につきましては、給付金の請求期限の延長を行う一部改正法（特定フィブリノ

ゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付

金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律（平成29年法律第85号））が本日、公

布・施行されました。 

厚生労働省では、特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤（以下「特定

フィブリノゲン製剤等」という。）が投与された方等に対し、医療機関を通じて速やかに

投与事実をお知らせし、Ｃ型肝炎の早期発見・早期治療や標記法律に基づく給付金の支給

に繋げることが重要であると認識しております。そのため、特定フィブリノゲン製剤等が

納入された医療機関（以下「納入医療機関」という。）に対し、診療録等の記録（以下「記

録」という。）から特定フィブリノゲン製剤等の投与事実を確認し、確認された方へのお

知らせ等を行っていただくよう繰り返しお願いしてまいりました。 

つきましては、下記に改正内容及び納入医療機関に引き続きご協力をお願いしたい事項

を示すとともに、関係資料をお送りいたします。会報誌やホームページに掲載するなど、

貴法人等の会員及び役職員又は管下の医療機関等に給付金の請求期限の延長についてご周

知くださいますようお願いいたします。その際、「肝炎ウイルス検査」の受検を希望され

る場合は、最寄りの市町村や保健所にお問い合わせいただくよう、ご案内くださいますよ

うお願いします。 

また、給付金の支給の請求の状況や請求期限の延長を踏まえ、納入医療機関のうち、平

成６年以前の記録が保管されているにもかかわらず、記録からの投与事実の確認が進まな

い医療機関に対しては、厚生労働省職員の訪問による協力依頼を行うことも検討しており

ます。この点についても併せてご周知くださいますようお願いいたします。 



 

 

記 

 

１．給付金の請求期限に関する事項（標記法律第 5条関係） 

  給付金の支給の請求の期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。 

①  2023 年（平成 35 年）1 月 15 日（日曜日に当たるため、2023 年（平成 35 年）      

1 月 16 日） 

②  損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て（その相手方に国が含まれ

ているものに限る。）を 2023 年（平成 35 年）1 月 15 日（日曜日に当たるため、

2023 年（平成 35 年）1月 16 日）以前にした場合における当該損害賠償についての

判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過す

る日 

 

２．納入医療機関に御協力をお願いしたい事項 

①  平成６年以前の記録が保管されている納入医療機関におかれましては、引き続き、

当該記録の保管をしていただくこと。 

②  元患者の方等から特定フィブリノゲン製剤等の投与に関する問い合わせがあっ

た場合には、可能な限りの情報提供をしていただくこと。 

③  保管している記録を確認し、特定フィブリノゲン製剤等が投与された方を見つけ

出していただくこと。 

④  投与が判明した方又はその家族の方に対し、速やかに肝炎ウイルス検査を受検す

るよう働きかけを行うとともに、標記法律に基づく給付金の支給対象となる場合が

あることについてお知らせを行っていただくこと。 

 

 

（関係資料） 

１．法律の概要資料 

 ・ Ｃ型肝炎救済特別措置法について 

 

２．リーフレット 

 ・ 出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の

投与によりＣ型肝炎ウイルスに感染された方々へ 

  

３．Ｑ＆Ａ 

 ・ 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者

を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等に関する

Ｑ＆Ａ（平成 29 年 12 月改訂版） 

 



 

４．特定フィブリノゲン製剤が納入された医療機関 

 ・ 厚生労働省のホームページより確認をお願いします。 

「Ｃ型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ（フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再

公表について）」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068791.html 

 

５．特定血液凝固第Ⅸ因子製剤が納入された医療機関 

 ・ 厚生労働省のホームページより確認をお願いします（リスト中、「特定製剤」欄に

「○」を付しているものが特定血液凝固第Ⅸ因子製剤になります）。 

「Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ（血液凝固因子製剤納入先医療機

関名等の公表について）」 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0701-2/index.html 

 

 

（厚生労働省ホームページ） 

「出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品（フィブリノゲン製剤・血液凝

固第９因子製剤）の投与によりＣ型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ」 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/fivwakai/index.html 

 

（制度に関する照会先） 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室  

増川（内線2717）、野原（内線2718） 

（代表電話）03(5253)1111、（直通電話）03(3595)2400 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 増川 masukawa-naoki@mhlw.go.jp 

野原 nohara-keita@mhlw.go.jp 

 

（納入医療機関への協力依頼等に関する照会先） 

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課 

山本隆（内線2909）、神垣（内線2914） 

（代表電話）03(5253)1111、（直通電話）03(3595)2395 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 山本隆 yamamoto-ryuuta@mhlw.go.jp 

神垣 kamigaki-akane@mhlw.go.jp  

                     

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068791.html
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（別記） 

公益社団法人 日本医師会長 

公益社団法人 日本歯科医師会 会長 

公益社団法人 日本薬剤師会 会長 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 会長 

公益社団法人 日本看護協会 会長 

一般社団法人 日本医療法人協会 会長 

公益社団法人 全日本病院協会 会長 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長 

公益社団法人 日本精神科病院協会  会長 

一般社団法人 日本病院会 会長 

独立行政法人 国立病院機構 理事長 

独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長 

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 会長 

一般社団法人 全国公私病院連盟 会長 

社会福祉法人 恩賜財団済生会 会長 

日本赤十字社 社長 

国家公務員共済組合連合会 理事長 

地方公務員共済組合連合会 理事長 

社会福祉法人 北海道社会事業協会 会長 

全国厚生農業協同組合連合会 会長 

健康保険組合連合会 会長 

全国健康保険協会 理事長 

日本私立学校振興・共済事業団 理事長 

独立行政法人 地域医療機能推進機構 理事長 

一般社団法人 日本保険薬局協会 会長 

 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長 

 

 


